
議案第 20 号 

 

   生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する 

   条例の制定について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  平成１８年３月９日 

                       生駒市長 山 下  真   

 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例（昭和６３年１２月生駒市条

例第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１生駒市白庭台地区整備計画区域の項中「平成８年７月１日生駒市告示

第９３号」を「平成１７年２月２５日生駒市告示第３４号」に改め、同表に次の

ように加える。 

 

生駒市学研奈良登美

ヶ丘駅前地区整備計

画区域 

 

 都市計画法第２１条第２項において準用する同法第

２０条第１項の規定により告示された平成１７年１２

月２７日生駒市告示第２５３号に定める大和都市計画

生駒市学研奈良登美ヶ丘駅前地区地区計画の区域のう

ち、地区整備計画が定められた区域 

別表第２生駒市白庭台地区整備計画区域の部センター地区の項中「センター地

区」を「沿道利用地区」に改め、同項の次に次のように加える。 
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別表第２に次のように加える。 

 











別表第３(い)項第７号中「（昭和２９年法律第５１号）」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 




